
学校いじめ防止基本方針

貝塚直立第二中学校

第1章　いじめ防止に関する本校の考え方

1　基本理念

いじめは、その時だけでなく、将来もずっと深く心を傷つけるものであり、重大な

人権侵害事象である。全教職員はいじめはもちろん、いじめをはやし立てたり、傍観

したりする行為も絶対に許さない姿勢で、どんな些細なことでも必ず親身になって

相談に応じる。そのことが、いじめ事象の発牛・深刻化を防ぎ　いじめを許さない生

徒の意識を育成することになる。

そのため、本校では教育活動の全てにおいて生命や人権を大切にすること、生徒一

人ひとりの個性を尊重し、「誰もが学校に居場所があり、いじめや不登校がなく、人

権を大事に支え合い共に成長できる仲間づくりを進める」を目標に取組みを行って

いる。特に、ナガサキ修学旅行の学活、年3回の「人権点検デー」は本校の仲間づく

りの根幹となる取組みである。

いじめの未然防止にあたっては、写校・学級の集団で人権を大切にする仲間づくり

を行い、人権に関する知識をつけ、人権感覚を育む学習活動を推進する必要がある。

また、：いじめを見たら傍観者とな：らず、：いじめを止めたり、：教職員に訴えるなど具体

的な行動をとる指導を行う。また、教育相談体制を充実させ、生徒が安心・安全に学

校生活を送ることができるようにする。

いじめは見えないところで進行したり、長期化、深刻化することがある。それゆえ、

早期発見のためには、教職員には、何気ない言動の中に心の訴えを感じ取る鋭い感性、

隠れているいじめの構図に気づく深い洞察力、よりよい柴田にしていこうとする熱

い行動力が求められている。生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないために、

教職員が積極的に生徒との面談や声かけなどを通じた情報交換を行い、学年、学校内

で情報を共有することにより、早期発見に努める。

いじめが発生した場合、いじめにあった生徒のケアが最も重要であるのは当然で

あるが、いじめ行為に及んだ生徒の原因・背景を把握し指導に当たることが、再発防

止に大切なことである。いじめを受けた当事者は、仲間からの励ましや教職員や保護

者等の支援、相手の自己変革する姿に、信頼回復のきっかけをつかむことができると

考える。具体的な対応については（別添）「5つのレベルに応じた問題行動への対応

チャート」を参考にして、外部機関とも連携する。

2　いじめの定義

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する半校に在籍している等

当該児童等と一・定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与

える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対

象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。　例えばけんかやふざけ

合いであっても、見えない所で発生している場合もあるため、背景にある事情の調査

を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するもの

とする。



具体的ないじめの態様は，以下のようなものがある。

＞冷やかしやからかい，悪口や伸し文句，嫌なことを言われる

＞仲間はずれ，集団による無視をされる

＞軽くぶつかられたり，遊ぶふりをして叩かれたり，蹴られたりする

＞ひどくぶつかられたり，叩かれたり，蹴られたりする

＞金品をたかられる

＞金品を隠されたり，盗まれたり、壊されたり，捨てられたりする

＞嫌なことや恥ずかしいこと，危険なことをされたり，させられたりする

＞パソコンや携帯電話等で　誹諦中傷や嫌なことをされる等

3　いじめ防止のための組織

（1）名称

いじめ対策委員会

（2）構成員

校長、教頭、教務主任、人権教育担当、生徒指導主事、各学年代表、各学年生徒

指導担当者、養護教諭、不語校対応担当（SC）（S洲I）

（　）内は随時。
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（3）役割

ア　学校いじめ防止基本方針の策定　　イ　いじめの未然防止

ウ　いじめの早期発見と対処　　　　　工　教職員の資質同士のための校内研修

オ　年間計画の企画と実施　　　　　　力　年間計画進捗のチェック

キ　各取組の有効性の検証　　　　　　ク　学校いじめ防止基本方針の見直し

4　年間計画

本基本方針に沿って、以下のとおり実施する。
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5　取組状況の把握と検証（PDCA）

いじめ対策委員会は、検討会議を開催し、取組みの計画、実施、検証を行う。宝玉L

学校評価の評価項目に位置づげ生徒や保護者、地域関係者等の意見も取り入れ、必

要に応じた学校基本方針や計画の見直しなどを行う。また社会性測定用尺度テスト

を導入し、学午やクラスの生徒の状況、成長の変化をつかむよう努める。



第2章　具体的な対応・措置

1　未然防止のための対応

（l）職員会議などで平素からいじめについての共通理解を図る。

（2）道徳や人権学習などを通して自他の存在を認め合い、尊重し合える態度を養うと

ともに、他者とコミュニケーションを図る能力を育てる。

（3）生徒会活動や実行委員活動を適して、生徒ひとりひとりが活躍できる集団を作る

ことにより、生徒の自己有用感や自己肯定感を育む

（4）道徳や人権学習の中で生徒が自らいじめについて学び、考える。またいじめという

枠だけでなく弱い立場の人に対する関わり、自分とは異なるもの、人へのかかわりに

ついてのあり方を学ぶ。

2　早期発見のための対応

（1）定期的なアンケートは年2回いじめアンケートを実施し、実態把握に努める。

各学期人権点検デー前に担任との教育相談を行う期間を設ける。

（2）欠席が続いている生徒宅へは家庭訪問等を行い、家での変化を直接保護者から聞

き取り、変化があればすぐに学校に連絡を入れていただくよう声をかけておく。

（3）児童生徒、その保護者、教職員が、抵抗なくいじめに関して相談できる体制とし

て、いじめに関わる相談窓口に周知、スクールカウンセラーの活用を行う。

（4）学校だよりにより、相談体制を広く周知する。学校だよりにより適切に機能してい

るかなど　定期的に体制を点検する。

（5）教育相談等で得た児童生徒の個人情報については、保護者や本人の了承のもと共

有を図る。共有する場以外での持ち出しを禁じ、個人情報の保持に努める。

3　いじめ発見・通報を受けたときの対応

用　いじめの疑いがある場合、ささいな兆候であっても、早い段階から的確に関わる。

遊びや悪ふざけなどいじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を

止めたり、生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、

真撃に傾聴する。その際、いじめられた牛徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確

保するよう配慮する。

（2）教職員は　一人で抱え込まず、速やかに牛徒指導担当等に報告し、いじめ対策委員会

と情報を共有する。その後は、当該組織が中心となって、速やかに関係生徒から事情

を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行う。



（3）事実確認の結果、いじめが認知された場合、管理職が教育委員会に報告し、相談す

る。

（4）被害・加害の保護者への連絡については、家庭訪問等により面接会って、より子寧

に行う。

（5）いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められるときは、所轄警察署

と相談し、対応方針を検討する。なお、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生

じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。

（6）いじめ行為を繰り返し行う等、他の生徒の教育に妨げがあると認める生徒があると

きには、教育委員会に報告または出席信正について意見を具申する。

4　いじめられた児童生徒又はその保護者への支援

（I）いじめた生徒の別室指導や出席停iLなどにより、いじめられた生徒が落ち着いて

教育を受けられる環境を確保し、いじめられた生徒に寄り添い支える体制をつくる。

その際、いじめられた生徒にとって信頼できる人（友人や教職員、家族、地域の人等）

と連携し、いじめ対策委員会が中心となって対応する。状況に応じて、スクールカウ

ンセラーの協力を得て対応を行う。

5　いじめた児童生徒への指導又はその保護者への助言

（1）速やかにいじめを止めさせた上で、いじめたとされる生徒からも事実関係の聴取

を行う。いじめに関わったとされる牛徒からの聴取にあたっては、個別に行うなどの

配慮をする。

（2）事実関係を聴取した後は、迅速にいじめた生徒の保護者と連携し、協力を求めると

ともに、継続的な助言を行う。

（3）いじめた生徒への指導に当たっては、いじめは絶対やってはならない行為として、

自らの行為の責任を自覚させる。

その指導にあたり、学校は、複数の教職員が連携し、必要に応じてスクールカウン

セラーの協力を得て、組織的に、いじめをやめさせ、その再発を防止する措置をとる。

6　いじめが起きた集団への働きかけ

（1）いじめを見ていたり、同調していたりした生徒に対しても、自分の問題として捉え

させる。そのため、まず、いじめに関わった生徒に対しては、正確に事実を確認する

とともに、いじめを受けた者の立場になって、そのつらさや悔しさについて考えさせ、

相手の心の悩みへの共感性を育てることを通じて、行動の変容につなげる。

また、同調したりはやし立てたりする「観衆」、見て見ぬふりをする「傍観者」と



して行動していた牛徒に対しても、そうした行為はいじめと同じであることを理解

させるようにする。

「観衆」や「傍観者」の生徒は、いつ自分が被害を受けるかもしれないという不安

を持っていることが考えられることから、教職員が「いじめは絶対に許さない」「い

じめを見聞きしたら、必ず先生に知らせることがいじめをなくすことにつながる」と

いうことを生徒に徹底して伝える。

（2）いじめが認知された際、被害・加害の生徒たちだけの問題とせず、学校の課題と

して解決を図る。全ての生徒が、互いを尊重し、認め合う集団づくりを進めるため、

担任が中心となって生徒　▲人ひとりの大切さを自覚して学級経営するとともに、す

べての教職員が支援し、生徒が他者と関わる中で、学校生活を安心、してすごせるよう

努める。

そのため、認知されたいじめ事象について地域や家庭等の背景を理解し、学校にお

ける人権教育の課題とつなげることにより教訓化するとともに、いじめに関わった

児童生徒の指導を通して、その背景や課題を分析し、これまでの生徒への対応のあり

方を見直す。その上で、人権尊重の観点に立ち、授業や学級活動を活用し、生徒のエ

ンパワメントを図る。その際、スクールカウンセラーとも連携する。

7　ネット上のいじめへの対応

（1）ネットトの不適切な書き込み等があった場合、まず学校として、問題の箇所を確認

し、掲示板等のURLを控え、その箇所を印刷・保存するとともに、いじめ生徒対策

委員会において対応を協議し、関係生徒からの聞き取り等の調査、生徒が被害にあっ

た場合のケア等必要な措置を講ずる。

（2）メール、コミュニケーションアプリを介する不適切な書き込みなどがあった場合、

まず学校として該当する部分を画像保存、印刷するとともに、いじめ対策委員会にお

いて対応を協議し、関係生徒からの聞き取り等の調査、被害生徒のケア等必要な措置

を講ずる。また、拡散を防止するために、保護者の理解協力のもと、速やかな削除な

どに努める。

（3）情報モラル教育の推進については全校集会等の場面、道徳などの授業、また関係

機関（警察署、少年サポートセンター等）、専門機関の協力のもと講話授業などを実

施することにおいて進めていく。

8　重大事態への対処

生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを

余儀なくされている疑いがある場合には、次の対処を行う。

（D　重大事態が発生した旨を、市教育委員会に速やかに報告する。

②　市教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。

③　上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。



④　上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他

の必要な情報を適切に提供する。

（⊃「生命、心身または財産に重大な被害」

・生徒が自殺を企図した場合

・身体に重大な傷害を負った場合

・金品等に重大な被害を被った場合

・精神性の疾患を発症した場合

O「相当の期間」
・年間30日を目安とする。

生徒や保護者がいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、そ

の時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えた

としても、重大事態が発生したものとして報告・調査に当たる。

9　いじめの解消

いじ剛の2：つの条件が満たされている
こと言う。

（1）いじめに係る行為が止んでいること。：被害者に対する心理的又は物理的な影響

を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む）が正んでいる状態

が相当の期間継続していることとする。この相当の期間とは、：少なくとも3か月

を目安とする。

（2）被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこといじめに係る行為が正んでい

るかどうかを判断する時点において、被害児童生徒がいじめの行為により心身

の苦痛を感じていないと認められることで、被害児童生徒本人及びその保護者

に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。



5つのレベルに応じた　問題行動への対応チャート

ね　ら　い 

園児童生徒の問題行動の発生時に 劔学校として必要な対応について、レベルI～Vの5段階に分けて例示した。レベルごとに 

分けて対処する意義は以下の4点であり、それは、加害者・被害者の保護、および教員の保護にもつながるものである。 

（軌口害者の加害有為を早期に指摘し、本人の自覚を促し保護者の協力を要請する。 

②問題行動等による被害者の被害の拡大を未然に防ぐ。 

（㊤教員が適切な指導が行えない状態を避ける。 

④レベルにより対応の主体を学校から教育委員会、外部機関へ移行し、責任の所在を明確にしつつ問題行動の改善を図る。 

園問題行動の重篤度に応じた学校の対応について、あらかじめ児童生徒“保護者等にチャートやレベルの例を示し理解“協力 

を求めることが重要である。 

レベル！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レベルⅡ～Ⅴ 

i　ロ史′雪景　、　　　＼　　　　　　一　一 

！＞言祭と連携必要よ事大に ：ついては、レベルに関わらず I 劔�鞜H効醜檍,ﾈ､ｨﾜ8���88ﾈ7�8ｸ/�ｺhｶ8+X���陌�,ﾈﾉ�:(,io�ｨIZｩ%8/�ﾗ8*H�B�

；　警察への相談や通報を行う。 劍8�986��ｸ�hｬyyﾙ�X�Y�ﾈﾊ�ｻ8孜%99h�Y�i6ｸ轌;�%99h�XｧyD��9Uﾈ�Y%9D8�XｧyD霆8蹴�

i→被害者・保護者の意向（警察 劍�ITｹwh,��+h��ﾕｩ+x,ﾉKｹ&h,Xｻ9k�益D8�Ywｸﾎﾈｻ9t��U48�U55x/���*h.�+�,h*ｨ�"�
；への相談・通報・被害届の提 i 劍�冩�ｨIZｩ%8�倬�;i�i6ｸ*�.x,ﾉ*韶h�Y*韶hﾎ8,ﾉ�陌���]ｸﾎﾈ�)�陌�9��｢�

：出等）をよく聞き、適切に対 i 劍���8ｻX,ﾉF8簡�8馼��/�鳧ﾆ��,Y�騫ﾘ�亢ﾉ��｢�

！応するo 劍���陌饑ｹ�ｨ,ﾈｦﾙDb�

÷上　　　　　　土上　　　　　　土ノー　　　　　　寸土 

i　　教育委員会に状況を随時伝え・連携して対応を図るo《報告書の提出》 

÷上　　　　　　土上　　　　　　土上　　　　　　土ナ 

レベルI 劍8ﾈ7�8ｸuX����������������8ﾈ7�8ｸuh����������������8ﾈ7�8ｸur�劍8ﾈ7�8ｸu��

管理職に報告し、担 劔�x�X+�+��X��������������������������������������,)?�唏��7�8ﾘ*ﾘ���H����������劍ｧxﾕｨ�Xｻ8支効醜檍*�.r�管理職・生徒指導部　　警察や関係機関と連 剞箔叝d貝重力主挙的 

任・学年が把握し、注 剪�（担当）を含めた学校　　携して校内での指導 剿�р�Sい、学校管理 佗井��YY�8ｴ�ｭi9���､��

意・指導を行うレベル 担任・学年教員で対 剪�全体で共通理解を図　　を行うレベル 刹K則に則り出席停止 兀Hｴ�ｭh,��陌�,ﾈ益�ﾂ�

り指導・改善を行うレ 剔[置を行い、警察等と �*ｨ昏.�8ﾈ7�8ｲ�

ベル 劍A携し校外での指導 

応し、解決を図る。 剪� 凾�sつレベル 仆8支効醜檍*ｨ益;��

担任・学年教員とと　　　管理職が警察・福祉 刹ｳ育委員会が出席 

もに、管理職・生徒　　　部局と連携し、指導 剪竡~を行い、指導計 �,X��ﾇ井��YY�8ｴ�ｭh�r�

指導担当が指導し、　　計画を立て学校で指 刮謔ﾉ基づき、家庭・ 倬�;iY�8郢8ｩ9�,b�

対応可 劔同じことが繰り返さ　　　導するとともに、保 剄Z外で指導する。 乂xﾕｨ,ﾉ��ﾆx/��ﾘ.����
れないよう保護者を　　　識者にも働きかけ家 � ��陌�+x.��"�

▼　交えて指導する〇　度で指導する。 lsc、SSWとの連携i 

－　　　－　　　1′　　　－ i　　　　市町村問題解決チ－ムの支援要請 

諾諾害意　　　i　‾府教育委員会緊急嘉一ムの派遣要請‾　I 

謀議誓携　　　　改善が見られた齢・校内での対応を継続し・見守る　i□□ 

＞対応は、教育委員会への報告・相談を大切にし、レベルエ・Ⅱでも警察と必要に応じて連携を図ることが考えられる。

＞レベルI～Ⅲは学校主体の対応だが、校長が問題行動をどのレベルの行為として扱うかの判断に迷う場合、教育委員会に相談する。

＞いかなるレベルであっても同様の問題行動を繰り返す場合、ひとつ上の重いレベルとして対応する。

＞児童生徒間暴力・対教師暴力等は、上記チャートに従いレベルⅢ以上に位置付け、警察等と連携し、毅然とした姿勢で対応する。



府教育委員会のサポート体制（日常・緊急）

1）学校への直接的なサポート

○スクールカウンセラー（SC）

スクールカウンセラーは、心理検査や心理療法によって、本人の抱える心の問題を改善・解決

していく心理の専門家である。子どもや保護者の心理的な葛藤をときほぐすために、カウンセリ

ングにより問題解決を図る。

※週1回全公立中学校に配置。校区の小学校も活用が可能。

2）市町村教育委員会へのサポート

○スクールソーシャルワーカー（SSW）

スクールソーシャルワーカーは、子どもに影響を及ぼしている家庭・学校・地域環境の改善に

向けて、学校・家庭・地域の支援ネットワークを築く福祉の専門家である。子どもが置かれた背

景や状況に焦点をあて、福祉関係機関等と連携・調整を進めながら、子どもを取り巻く環境の改

善を図る。また、家庭や福祉関係機関とのネットワークを活用し、教職員と協働体制をとって課

題の解決にあたる。

※年度当初に担当S SW及び年間派遣回数を決め、中核市を除く全市町村教育委員会へ派遣。状

況に応じ年度途中の派遣回数の増加も可能。

○スクールロイヤー（SL）

スクールロイヤーは、いじめや暴力行為等の事案への早期対応、早期解決を図るため、関係機

関と連携した支援や再発防止等について、司法の観点を踏まえた対応について、市町村教育委員

会及び学校への助言を行う。

※市町村教育委員会の要請に応じ、担当スクールロイヤー（弁護士）を定め必要に応じて派遣等

を行う。

○学校体制支援リーダー

学校体制支援り一ダー（校長OB）は　生徒指導が困難な状況にある公立小・中学校におい

て、問題行動の状況や生徒指導体制の現状を把握するとともに、市町村教育委員会指導主事及

び管理職等と相談しながち今後の取組のプランを作成し、専門家の活用や地元警察署や少年サ

ポートセンターとの連携の助言・調整を行う。

※市町村教育委員会の要請に応じ、当該小・中学校に集中的に派遣。必要に応じて、緊急支援チ

ームのスタッフともなる。



3）緊急時の市町村教育委員会・学校へのサポート

○緊急支援チーム

緊急支援チームは、いじめや不議校、児童I新手や暴力行為等、雪枝・市町村教育委員会だけで

は解決が困難な事案や児童生徒の命にかかわる緊急かつ重篤な事案に対し、心のケアや二次被害

の防止、指導体制の再構築による生徒指導上の課題の克服等について、市町村教育委員会・関係

機関と連携し専門的な立場を生かした支援を行う。

※市町村教育委員会の要請に応じて、府教育委員会指導主事“臨床心理士・社会福祉士“弁護士・

桔神科医等から必要な分野の専門家を緊急支援チームとして編成し、市町村教育委員会及び学

校に緊急派遣する。

く構成メンバーと役割〉

＞府教委指導主事…学校や市町村教育委員会の対応全般に関わる支援や助言を行う。

＞臨床心理士…児童生徒の心理面や悩みに関する相談、環境整備等の支援を行う。

＞社会福祉士…福祉関係機関との連携や児童生徒及び家庭への支援を行う。

＞弁護士…法的な観点から児童生徒及び保護者への対応に関する助言を行う。

＞精神科医…児童生徒に医療的な支援・対応や介入等が必要な場合の相談・助言を行う。

く緊急支援チーム派遣のイメージ〉
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問題行動への対応例

各段階で示した対応とともに、加害児童生徒に自分のおかした行為の重大性を認識させ、改善に結

びつけていくために、下記の例を参考に、事案に応じて組み合わせるなどして対応を進める。

臆対応の例元

A－　加害児童生徒への説諭

◇担任・学年教員・養護教諭・部活動顧問等による説諭 

◇生徒指導主事（生活指導担当）・管理職による説諭 

B．学級会での話し合い

◇学級全体の問題としてとらえ、各自が自分の行動を振り返るとともに、学級の連帯感や人 

問関係が確立できるような実践目標、具体的な行動・取組等を話し合う。また、話し合い 

を通じて、いじめにつながるような学級の諸問題の解決を図る。 

◇いじめをテーマとして取り上げ、未然防止や解決の手立て等について話し合う。 

C．加害・被害の児童生徒による話し合い

◇状況に応じて必要だと判断される場合、教職員がサポートし、当事者による解決に向けた 

話し合いを行う。 

D．教職員、管理職による講話

◇学級会・学年集会・全校集会等での講話。

各．ゲストティーチヤーによる講話

◇保護者、地域の方、外部人材等による学級“学年・学校全体への講話。

F．清掃活動、ボランティア活動、体験活動への参加

◇加害の児童生徒が自主的に取り組むことができるような活動への参加。 

◇達成感や人間関係の深化が得られるような行事・活動を企画し（活動と連携し）、学級・学 

年や学校全体で取り組む。 

G．児童会・生徒会の活動

◇学校全体の問題としていじめの未然防止や解決に取り組むことができるよう、 倬�;h檍�Y�b�

徒会活動として取り組む（00宣言、＜△アピールなど）。 ��

H．読書”映画等の教材活用、感想文

◇加害児童生徒が自身を振り返り、言動を改めるきっかけとなるような本や映画を加害児童 

生徒に紹介し、感想をまとめたり話し合ったりする。 



上　家庭での話し合い

◇保護者の協力を得て、加害児童牛徒が家族で話し合い、自身の行動の反省と決意を整理する。

」．作文、反省文、プレゼン等による加害児童生徒の意思表明

◇家庭で話し合った縞某を文章にまとめるなどして、今後の決意を表明する。

K．保護者への説諭（管理職・警察OB等）

◇加害児童生徒に対する学校の指導方針を示し、家庭と連携した指導を行うための助言・説論 

を行って保護者の協力を求める。 

」．「非行防止教室」の活用・連携した取組

◇いじめの未然防止や早期解決に向けた内容を盛り込んだ「非行防止教室」の開催。

M．少年サポートセンターとの連携

◇少年相談、立ち直り支援活動等の活用。

N．警察、福祉機関への相談“通報

◇相談・通報をもとに、外部機関・施設等と連携した対応を進める。

0．スクールカウンセラーとの連携

◇中学校に配置（小学校に派遣〉しているスクールカウンセラーと連携し、カウンセリングを通 

して児童生徒および保護者への対応を行う。 

P．市町村問題解決チームの支援要語“・事案に応じて専門家の助言・支援を要請する。

矩期、中・長調の指導計画

～事案に応じて以下の内容を柱にした計画を立て、取り組む。～

◇規範意識・社会性等の育成

◇学習支援

◇情緒の安定

◇福祉機関と連携した家庭への支援

◇警察・福祉機関等と連携した立ち直り支援

Q．レベルiii～Vで市町村間題解決チームだけで対応が困難な場合は、速やかに府教育委

員会に緊急支援チームの派遣要語


